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１．ＤＸ対応のための規制改革

２．ニューノーマルに対応したレガシー規制等の改革

本日のアジェンダ 2



はじめに

◆デジタル改革関係6法案は、韓国や中国の
後塵を拝する我が国のDX競争力を高める
原動力となるもの。しかし、対面規制が残る
など、そのプロセスは道半ば。

◆また、コロナ禍において、生活様式の変化と
ともに、働き方も多様化。雇用・労働形態
もこれに柔軟に対応しなければ、我が国の
活力は損なわれる。

◆「第4次ベンチャーブーム」にあるといわれる
我が国が、より一層のイノベーションやエコシ
ステム形成を進めていくためには、資金調達
手段の多様化等が不可欠。
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【出典】 IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020
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規制・制度のＤＸの全体見取り図
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規制・制度改革の要望事項一覧 (1)
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①アナログ原則の撤廃 … P9

②ＡＩ・ブロックチェーンを前提とするための、レガシー規制の見直し … P10

③国・地方の情報システムの在り方と連動した柔軟な調達制度・会計制度の改革
… P11

④データ流通促進のための構造改革 … P13

⑤デジタル人材育成のための規制改革パッケージ … P14

⑥規制制度のＤＸ等を進めるための枠組みの整備

・ＤＸ法制局整備法案 … P18

・行政対応コスト削減法案 … P19

⑦越境経済下での適切な競争環境の整備 … P21



【働き方】

①コロナ問題を契機とした労働法制の見直し等 … P28

【イノベーションやエコシステム形成の環境整備】

②ＡＩ等を活用した新たな事業融資制度の構築 … P31

③株式投資型クラウドファンディング規制の見直し … P33

④リスクテイク投資家層の拡大/私募ルール見直し … P34

⑤ＳＰＡＣの導入 … P35

【コロナからの復興】

⑥観光立国復活へ向けた旅行関連法制の一体改革 … P38

規制・制度改革の要望事項一覧 (2)
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本日のアジェンダ

１．ＤＸ対応のための規制改革

２．ニューノーマルに対応したレガシー規制等の改革
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アナログ原則の撤廃

■当連盟より提案しているアナログ原則撤廃リストのうち一部は今般のデジタル社
会形成関係整備法案において措置が予定されているが、まだ多くの法令等やその
解釈において、対面原則、書面原則、常駐・専任配置原則などが残されている。

要望事項１①

アナログ原則 項目名 淵源となる法令

対面原則

オンライン診療の全面解禁・恒久化 医師法

オンライン服薬指導の全面解禁 薬機法

要指導医薬品のオンライン販売の解禁 薬機法

オンライン教育の全面解禁・恒久化 学校教育法

バス事業者及びトラック事業者による乗務員へのＩＴ点呼の全面解禁/自動点呼の開始 ※
道路運送法、貨物自動車
運送事業法

インターネット投票の解禁 公職選挙法

押印原則 処方箋の記名押印/署名義務における電子署名要件の柔軟化 ※
医師法、歯科医師法、薬
剤師法

常駐・専任配
置原則

「士」業の事務所2か所禁止規制の撤廃
社会保険労務士法、行政書
士法、税理士法 等

建設工事の監理技術者が「オンライン監理」で複数の工事現場の業務を兼務することの解禁 建設業法

食品衛生責任者の「オンライン管理」による無人店舗の実現 食品衛生法

薬剤師と登録販売者の薬局・店舗における常駐配置の廃止(オンラインでの情報提供等) ※ 薬機法

労働者派遣事業におけるマッチング等業務を派遣元事業所で実施しなければならない規制の撤廃 労働者派遣法

【残された課題事例】 ※は要望に基づき現在対応開始/議論中
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新技術に対応するための規定の見直し要望事項１②
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■AI/ブロックチェーン等の新技術を前提としていない既存法体系について、
新技術活用を行う上で、どういう条件なら活用ができるのかという視点の検
討が必要。

■その際、既存技術活用と新技術活用とのイコールフッティングを図ること、
今後のために性能規定化していくことが必要
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◆公共調達におけるDX志向の低さが「デジタル敗戦」の要因の一つ
◆数十兆円規模の公共調達のDX化で、社会全体のDX化の着火点に
◆ＤＸ化を徹底した新たな調達手法の確立し、調達自体（会計制度含む）のＤＸ化、
落札事業者のＤＸ化、事業のＤＸ化を三位一体で進める

調達

前例重視の
アナログ発注

ＤＸ志向の低い
アナログ事業

従来

調達
ＤＸ

落札
事業者ＤＸ

事業ＤＸ

スピード重視、
アジャイル型

適切なＫＰＩ設計と
デジタル活用

ＤＸ化

事業落札
事業者

適切な評価と
高速ＰＤＣＡ

結果のフィードバックの欠如

公共調達のDX化/柔軟な調達制度・会計制度の改革要望事項１③



問題の所在
調達の事前段階 実施運用期間 事後段階

調達全体に関わる問題点

①情報収集の在り方
②仕様書問題、③入札方
式、④選定プロセス、⑤
アナログ手続き など

①KPI設定
②成果物の在り方

など

①結果の検証
など

調達全体に関わる問題点

①担当者問題 ②参入障壁 ③情報公開の在り方 など

✓ 総合職と一般職の縦割り排
除を進め企画立案～運用
の一気通貫した体制を原則

✓ 法整備などと同様予算執行
に関するインセンティブ設計を
強化すること

✓ 日本版SBIR制度を拡充し、
サービス開発にも適用

✓ 手続や成果物の納品等を柔
軟化したアジャイル型入札導
入（入札方式柔軟化）

打ち手（例）

✓ 一般競争入札の「安かろう
悪かろう」を見直し

12
公共調達のDX化/柔軟な調達制度・会計制度の改革要望事項１③
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■データ基盤としてのベースレジストリ整備
• 新産業の創出や生産性向上・価値創出を生み出すための、整備方針の具体化と利用シーンと
効果の明確化

ex) 法人関係情報の共有等によるワンスオンリー型行政の促進（許認可申請の
手間削減、統計回答の手間削減等）

•民間へのＡＰＩ開放方針の具体化
•整備に当たって阻害要因となりうる課題の整理（個人情報保護法等）cf 64頁

■デジタル経済社会を支えるための法的基盤の整備
• トラストサービスの包括的な枠組みの整備
•書面の電子化や原本に関する通則法的な整理、ブロックチェーン活用を含めたデータ取り扱いの
法体系の整理
※デジタル社会を支える法的基盤もデジタル庁主導で整備されるべき

■データ流通・共有の拡大による国民便益の拡大
ex) 『医療機関内に存在する医療行為の経過や記録（検査結果、画像、カルテ記事
など）』の共有をデータヘルス改革の工程表に明確に位置付ける

データ活用と流通促進のための構造改革要望事項１④



■人材供給力確保のための教育改革 (詳細次頁参照)

■雇用労働法制改革（解雇規制や時間給見直し等）

■デジタル人材のスキルフレームワーク/標準の再設定と普及促進、
デジタル人材コミュニティ形成

■公務員制度改革
➢ 幹部公務員の任用を含め、『GovTech専門職』採用制度拡充と内製化

➢ 行政職員のデジタル素養をアップするための枠組みの整備
（公務員の「採用試験」と「昇格」への反映）

➢ 官民人事交流法の地方自治体版の制定

■デジタル人材育成税制の導入

デジタル人材育成のための規制改革等パッケージ要望事項１⑤
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✓ コンピュータ・サイエンス、統計学、数学、プログラミング等の学科の整備拡充と大学入試
での科目化（高校の科目『情報』の科目化等）

✓ 産学連携のインキュベーションセンターの整備等

✓ 大学の運営やカリキュラム設定等の抜本的な弾力化

✓ 教員免許の弾力化、特別免許状制度の改善等による外部講師の活用

✓ 海外学校との交換留学、単位互換等海外連携を強化

✓ 株式会社等民間参入の促進

✓ 教育課程特例校、研究開発学校の制度活用等によるモデル校の設定（米国のチャー
タースクール等を参考）

✓ アントレプレナーシップや自己肯定感向上のための独自カリキュラム教育機関設立

人材供給力確保のための教育改革要望事項１⑤
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供給数は、インド、中国が圧倒的。
日本は、周辺アジアの国を下回り、かつ、減少。

大学の
年間卒
業者数

世界
全体 日本

トップ３の国 (参考)
中国1位 2位 3位

IT分野
専攻 151.2

3.4
(9位、
前年比
▲1.4%)

インド
55.0

米国
14.8

ロシア
9.3

118.0※
※エンジニアリ
ング専攻のみ

STEM
関連分
野専攻

237.8
3.0
(13位、
前年比
▲1.1%)

インド
113.7

米国
28.1

英国
10.2

25.6※
※サイエンス専
攻のみ

(単位；万人)

(出典)2020年7月2日ヒューマンリソシア株式会社のプレスリリース「92カ国をデータでみるITエンジニアレポートvol.3 世界の大学等におけるIT
教育について独自調査」をもとに作成

『デジタル人材』の国際比較（民間調査）要望事項１⑤
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デジタル人材育成税制の導入要望事項１⑤
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【趣旨】
◆オンライン化の進展でリモートワークなどが進み、人材育成の在り方も変化してきている。
特にバックオフィス業務やコミュニケーションツールとしてのSaaS （＝Software as 
a Service）は、 デジタル化を志向する企業にとって必須のものとなりつつある 。

◆企業にとってのSaaS利用は、社員のコミュニケーションや職務環境の改善を通じて、一
人ひとりの能力を直接的・間接的に向上させるという「人の育成・人への投資」という意
味合いがある（それゆえ、利用者数に応じた従量課金の形態をとることが多い）。

◆現行のIT補助金やＤＸ促進税制は、人に着目した制度設計というよりは、初期の設
備投資を念頭に置いた制度設計になっているため、人材育成を促すための税制の構
築が必要不可欠。

【具体策】
◆デジタル人材の育成・投資を促進するために、 SaaS費用について税制上の優遇を与
える（人材確保等促進税制への組み入れなど）



『ＤＸ法制局設置法案』の制定要望事項１⑥
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◼ 行政手続対応コストベースの総量規制※が世界の潮流
※新たな規制を１つ追加した場合に１つの規制を廃止するという個数ベースの総量規制ではなく、新た規

制の遵守に必要な追加コスト相当分を、既存の規制の廃止・緩和等により捻出・削減するというコスト

ベースの総量規制

国 名 ルールの名称 実施時期 コスト削減効果

英 国

1-in/1-out 2010年-2012年 2010年→2015年
▲100億ポンド

1-in/2-out 2013年-2015年

1-in/3-out 2015年-

カナダ 1-for-１
2012年-
2015年からは法令上の義務

ドイツ 1-in/1-out 2015年-

米 国 2for１
規制予算(※)

※連邦行政機関ごとに規制遵守費用の上限を予め設定

2017年-
2017年 ▲99.8億ドル
2018年 ▲234.3億ドル
2019年 ▲134.7億ドル

(出典) 2019年12月公表の(独法)経済産業研究所・石崎隆・上席研究員レポート『事業者目線での行政手続コスト削減』、2020年4月
の評価クオータリーでの大阪大学教授・岸本充生氏による寄稿論文『トランプ政権における規制改革』をもとに作成

『行政手続負担軽減法案』の制定要望事項１⑥
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コスト 国(実績)※１ 都道府県(試算)※２ 国+都道府県※３

作業時間(時間) ３億3,377万 8億9,901万 12億3278万

金銭換算(円) 8,208億 2兆2,862億 3兆1,070億

従事人数換算(人) 19万 52.2万 71.2万

●行政手続きのために、民間は少なくとも71.2万人分
のコストを年間に負担。

●農林漁業(36.3万)、電気ガス水道(18.8万)、複合
サービス事業(48.4万)の従業者数を上回る数値。

（出典）2019年12月公表の(独法)経済産業研究所・石崎隆・上席研究員レポート『事業者目線での行政手続コスト削減』をもとに作成

民間企業が対応する年間コスト『行政対応コスト』要望事項１⑥
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①デジタルプラット
フォームの生活への浸透

②スマホファースト時代
に突入

③外資シェアの拡大
市場環境
の変化

◆市場環境の変化によって、日本市場における国内企業と海外企業との
間でアンフェアな競争環境の問題などが顕在化

「アンフェアな競争環境」、「競争政策上の問題」などが顕在化

法の域外
適用、
執行

問題の
所在

具体的な
問題

アプリ
ストア寡
占問題

参入
障壁

課税 著作権 買収

越境経済下での問題の全体像要望事項１⑦
（2019年３月提言『海外デジタルプラットフォームを巡る諸課題と対応策』等より抜粋）
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＜域外適用・執行＞

（対応策）

◆国内法令については「域外適用・執行をデフォルト化」する関係
法令一括整備法を制定すべき

◆外国企業に対する法の域外適用と執行が十分ではないため、国内
企業と外国企業の間に、コスト面などでの不平等が生じている

法の域外適用、執行問題①要望事項１⑦
（2019年３月提言『海外デジタルプラットフォームを巡る諸課題と対応策』等より抜粋）
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◆ 日本企業と外資企業で法適用や執行に差（規制対応コストに差）

◆ 例えば、旅行業法では海外OTA事業者には域外適用がなく、不公平な競争環境と
なっている

日本 海外

旅行業法

法規制
あり

域外適用
なし

日本の旅行業者 海外のOTA業者

※OTA → Online Travel Agent

旅行手配などの
サービスを提供

旅行手配などの
サービスを提供

国内外の業者間で
イコールフッティング
になっていない

不公平な
競争環境

【参考事例】旅行業法要望事項１⑦
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＜執行の強化＞

①情報収集の強化 ②執行機能の強化

➢ 会社法817条の厳格適用

会社法817条の「外国企業の日本における
代表者を定めること」等の規定を厳格運用。
加えて新法により違反業者への業務停止命
令、日本からの国際送金禁止等の罰則追加

➢ 国内法人への資料提出義務の強化

海外企業と実質的に支配関係のある日本法
人に対し、税務関連などに関わる資料提出を
求める権限を強化。従わない場合には課徴
金を設ける

➢ 日本国内で得た情報については国
内サーバーへの保存を義務付け

➢ 裁判の国内管轄権

日本の消費者にサービスを提供する外
資企業の国内法義務違反については、
日本の準拠法に基づき管轄権を国内
裁判所に定める

➢ 「国際執行庁」の創設

各執行省庁が持っている外国企業への
権限を一元化し、専門人材を加えたう
え、執行を横断的に一括で担当するこ
とによって、執行強化をはかる

◆法の実効性担保のための執行強化策は不可欠。法適用できても執行でき
ていないケースあり。情報収集強化、体制強化を強化する新法を制定すべき

法の域外適用、執行問題②要望事項１⑦
（2019年３月提言『海外デジタルプラットフォームを巡る諸課題と対応策』等より抜粋）
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＜中国市場の参入障壁＞

（具体的な事例）

➢ 日本のゲーム企業が中国へ進出するには規制が多く困難だが、中国から日本には参入可能な状態。
中国での資本力をベースに日本で認知広げ数年後に資金を回収することなどもできる状態

➢ モバイルゲーム業界における売上トップ30社のうち外資が多数を占めており、特に中国企業の売上が
急増。またDL数ではトップ30社のうち外資が急伸しており、将来的な売上可能性を考えるとかなりの
脅威

◆日本企業の中国市場参入は困難だが、中国企業は日本市場に参入

（対応策）

◆相互主義原則にもとづき、日中交渉による「参入障壁」の取下げ要求

◆参入障壁を続けるならば日本でも同等の規制を課す（中国企業が日本市場に参
入する場合は、日本企業との合弁企業を立ち上げない限り事業ができない等）

参入障壁問題要望事項１⑦
25



◆日本企業の中国市場参入は困難だが、中国企業は日本市場に参入

日本のスマホゲーム市場

中国のスマホゲーム市場

＜中国企業は日本市場に
どんどん進出している＞

✓ セールスTop100に中
国ゲームが18タイトル
で、売上総額は約429
億円（前年同期比
62.5％増）

✓ ダウンロードランキング
Top100の内、日本産
のスマホゲームは36作
で、残りの64作は全て
海外産

＜日本企業が中国で
配信するのは困難＞

① 中国の現地販売
会社との契約が必
要

② 中国政府による承
認が必要

※順守すべきレギュ
レーションは多数で複
雑。承認までの手続き
コストが膨大

※2019年3月-6月「Sensor Tower」より

【参考事例】ゲーム市場の参入障壁要望事項１⑦
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本日のアジェンダ

１．ＤＸ対応のための規制改革

２．ニューノーマルに対応したレガシー規制等の改革
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働き方の今までとこれから 組織と個人の新たな関係

【出典】 新経済連盟（2020年4月9日公表）「コロナ問題を契機とした規制・制度／経営・業務改革～デジタルXの未来を今に」

問題の所在 必要な対応策

①

➢ 時間・事業場を前提とした労働法制
について、今回のリモートワークの
経験を踏まえ、そもそも働き方を考
えるきっかけにするべきではないか
との声

➢ 時間・事業場を前提とした労働法制の
見直しの検討

※ 当連盟では従来から、『ベンチャー企業』『知識社会型
対応企業』等の企業類型を設定し、これに相当する企業
は、企業単位で、労働時間・休日・休憩・割増賃金がい
ずれも適用されない新たな柔軟な労働時間制度の創設を
提案している

コロナ対処に直結する規制・制度改革 ～労働法制の改革～要望事項２①
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◼ 時間と場所に制約されない働き方への環境整備

• 企業側のＤＸ促進(ＩＴインフラのクラウド化、リモートアクセス環境整備含む)
に対する各種支援措置の充実強化

◼ クリエイティブワーク拡大のための裁量労働制の対象範囲の拡大

• 企画業務型・専門業務型の対象の明確化・柔軟化・範囲拡大 (スタートアップ
企業での活用や『高度ＩＴ人材』『ＡＩ人材』育成等につなげる、課題解決型
営業など新しい動向への対応など)

◼ 人材の流動性の確保

• 労働移動の促進
• 人材教育投資への支援措置の拡充
• 『セカンドキャリア』育成のためのマッチング支援等

【出典】 新経済連盟（2020年6月3日公表）「コロナ問題を契機とした労働法制の見直し等」

その他の労働法制の要望要望事項２①
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行政改革推進本部8チームの提言のおいて、裁量労働制の適用範囲拡大
について遅くとも2021年通常国会への法案提出が盛り込まれているも
のの、骨太の方針では、実態調査、制度の在り方の検討にとどまる。

＜中略＞

行政改革推進本部8チームの提言（令和2年7月2日）

＜中略＞

経済財政運営と改革の基本方針2020（令和2年7月17日）

裁量労働制の適用範囲の拡大要望事項２①
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◼ 一律規制から、ビックデータ/リアルデータに基づくリスクに応じた規制への転換

<ニーズ・環境変化>

(出所)2019年4月11日 規制改革推進会議第14回投資等ＷＧでの当連盟プレゼン資料『フィンテックを活用した新たな金融機能の創造』

ＡＩ等を活用した新しい事業融資制度の構築 (1)要望事項２②
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<要望事項>

(出所)2019年4月11日 規制改革推進会議第14回投資等ＷＧでの当連盟プレゼン資料『フィンテックを活用した新たな金融機能の創造』

◼ 一律規制から、ビックデータ/リアルデータに基づくリスクに応じた規制への転換

ＡＩ等を活用した新しい事業融資制度の構築 (2)要望事項２②
32

高い責任人能力を有するにもかかわらず、個人



◼一律規制から、リスクに応じた規制への転換

➢ 発行総額1億円及び投資家一人当たりの投資額50万円の上限規制の見直し

【出典】 規制改革推進会議 第6回投資等WG（2020年2月12日）における新経済連盟説明資料より抜粋

株式投資型クラウドファンディングの規制改革要望事項２③
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①リスクテイク投資家層の拡大
【現状】
一般投資家の中には、一定の資産・投資経験を有し一定のリスクをとれるにも関わらず適格機関投資家と
なる要件を満たさない者が多数存在

【要望】
一定のリスクをとれる投資家（例：5千万円～1億円程度のリスク資産保有者）に対して、適格機関投
資家と同様に、プロ私募へのアクセスを許容する

②私募ルールの見直し
【現状】
少人数私募は「声かけ規制」であるため、インターネットで募集した時点で「少人数」の要件を満たさなくなる

【要望】
声かけではなく購入人数の規制とすることにより、インターネットを通じた少人数私募の募集を認める

【出典】 規制改革推進会議 第6回投資等WG（2020年2月12日）における新経済連盟説明資料より抜粋

リスクテイク投資家層の拡大・私募ルールの見直し要望事項２④
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SPACによる資金調達要望事項２⑤
35

【出典】 第8回成長戦略会議（2021年3月17日）資料2より抜粋



【出典】 第8回成長戦略会議（2021年3月17日）資料1より抜粋

SPACによる資金調達（参考①：米国ではIPOと同規模まで拡大）要望事項２⑤
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【出典】 第8回成長戦略会議（2021年3月17日）資料1より抜粋

SPACによる資金調達（参考②：米国におけるSPAC上場の流れ）要望事項２⑤
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1. 旅行業法の内外イコールフッティング
➢ 旅行業法を海外OTAに域外適用するとともに、執行を担保するための規定を整備すべき

2. オンラインを前提とした規制緩和
➢ 旅行業法の対面書面原則に係る規定を撤廃し、完全デジタルファースト化すべき
➢ 個人による有償の旅行相談の実施を解禁し、個人等の知識・経験の活用を促進すべき
➢ リアル店舗を前提とした旅行業務取扱管理者の制度を見直し、オンラインによるサービス展開に適合した制度
とすべき

3. 地域活性化のための横串法の整備
➢ 魅力ある地域において、やる気のある首長が遊休不動産や自然環境等の地域資源を積極的に活用できるよ

うにするため、各種法令において地方公共団体にかけられた規制を横串で緩和する特別措置法を整備すべき

◼観光は我が国の経済成長の主要エンジンであり、日本経済再生のカギとなるもの

◼ さらなる観光立国実現のため、観光産業の競争環境整備・生産性向上が不可欠
であり、以下の３点を提案

※平成30年版観光白書によると、観光は、近年の経済成長に対しGDPに占める割合をはるかに上回る規模の貢献（名目GDP約40兆円増加
（2012年から2016年）のうち4.5％程度）を果たしている

観光立国復活へ向けた旅行関連法制の一体改革の要望要望事項２⑥
（2021年4月12日 自由民主党観光立国調査会 観光業に係る法制度の在り方に関するWTにて説明）
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Appendix



１．今回の法案は、2012年6月の当連盟活動開始以来の主張の多くが
盛り込まれたものと理解している。
デジタル庁の発足に向けて徹底的なデジタル化の推進に政府においては
引き続き取り組んでもらいたい。

２．一方、デジタル規制改革では対面規制の見直しがこの法案には盛り込ま
れていないことなど不十分な面もある。
また、デジタル社会推進の具体的な制度設計は今回の法案を受けてから
詳細が決められていくとされている。政府全体のシステム・アーキテクチャや
データ戦略など、今後きちんと見極めていくべきものも数多くある。
引き続き、経済団体としてデジタル社会の構築に向けて必要な政策提言を
行っていく予定である。
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デジタル改革関連6法案閣議決定時の当連盟代表理事コメント要望事項１関係



◼新経済連盟の要望事項と政府対応の対比（次の３ページ参照）から
浮かび上がる主な課題

41
デジタル改革において積み残された主な課題要望事項１関係



新経済連盟の要望事項 政府対応

デジタル庁の組織構成と人材採用
・人事権を含めた司令塔機能の確保
・幹部を含め少なくとも定員の5割以上を民間のエンジニア

人材採用

■デジタル庁設置法案
・総合調整機能（勧告権等）を有する
・民間人を想定したデジタル監の設置

国及び地方公共団体のシステムアーキテクチャーの法定化(バラバ
ラ問題の解消)とそれに伴う柔軟な調達制度・会計制度の実現

・脱・メインフレーム、脱・三層分離
・コンテナ型クラウドプラットフォーム化、SaaS化、疎結合
・ＡＰＩ開放義務化
・ユーザファーストのためのUI／ＵＸ改善

■地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案

■デジタル・ガバメント実行計画（2020年12月）
・（仮称）自治体等共通SaaS基盤の構築
・（仮称）Gov-Cloudの仕組みの整備
・情報連携基盤（公共サービスメッシュ）の構築
・民間タッチポイント
・ガバメントネットワーク整備プロジェクト

■調達制度・会計制度について今回の法案において直接の規定はな
し（デジタル庁の予算権限等の規定を除く）

マイナンバー制度の抜本的改善
・デジタル庁配下での制度運用、預金口座紐づけ等の実施

■デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
・郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、

マイナンバー法、JLIS法等の改正
■公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登
録等に関する法律案
■預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理
等に関する法律案

データドリブン行政の枠組みの法定化と上記行政の基盤となるベー
スレジストリ整備の法定化

■デジタル社会形成基本法案
・基本方針に「多様な主体による情報の円滑な流通の確保（データ
標準化等）」、「公的基礎情報データベース（ベース・レジスト
リ）の整備」等について規定
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新経済連盟の主な要望事項と政府対応の対比表 (1)要望事項１①関係



新経済連盟の要望事項 政府対応

国家公務員及び地方公務員の制度改革
・幹部職員の任用を含め『GovTech専門職』採用制度拡充と内製化
・行政職員のデジタル素養をアップするための枠組みの整備

(公務員の「採用試験」と「昇格」への反映等)

・官民人事交流法の地方自治体版の制定

■デジタル改革基本方針に『国家公務員総合職試験デジタル区分の
創設検討』の記載。総理所信表明でも言及。

■総務省が『自治体ＤＸ推進計画』で地方公務員法の解釈を明示
『自治体が外部の専門人材を CIO 補佐官等として任用する場合、職務の内容
や量に応じて、任期付職員や特別職非常勤職員として任用することが考えられ
る。 これらの任用形態については、いずれも、
・民間企業との雇用関係を継続し、従業員としての地位を保有したまま任用す
ること
・ 民間水準を考慮して給与を設定すること
が可能である。（任期付職員については、所属する民間企業から給与その他の
報酬 を得てその業務に従事することは、地方公務員法第 38 条による制限を受
ける。）』

ＤＸに対応した規制制度の整備と行政対応コストの削減
・アナログ規制(対面原則/書面交付原則/押印原則等)の完全撤廃

(行政手続きと民民関係での『アナログ原則撤廃一括整備法』)
具体的改正事項リストも当連盟から提示

・『ＤＸ法制局』整備により、反ＤＸの法令の立案を阻止
・諸外国並みに行政対応コストを総量管理削減するための法案制定

■デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
・押印・書面の交付等を求める行政手続や民間手続を定める48法律
の改正（民法、戸籍法、宅地宅建取引業法、建築士法、社会保険労
務士法等）⇒左記の具体的改正事項リストの一部が盛り込まれてい
る

■規制の事前評価に、ＤＸ視点でのチェックシート導入予定
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新経済連盟の要望事項 政府対応

ＤＸ時代のデータ流通に対応した地方分権制度の整備
・個人情報保護条例バラバラ問題の解消

(個人情報保護法制2000個問題の解決)

■デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案
・個人情報保護法の改正
・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法の廃止
（個人情報保護法へ統合）
・地方公共団体の個人情報保護制度について全国的な共通ルールを
規定（個人情報保護法で規定）

越境経済下での適切な競争環境の整備
・各種事業法等の域外適用・執行を一括してデフォルト化するため

の法案整備/域外執行のための体制の強化（国際執行庁創設等）
・アプリ寡占問題に対する独禁法の厳格な執行

■今回の法案において具体的な改正事項なし
※2020年の通常国会で、電気通信事業法と個人情報保護法につ
いては、域外適用等に関して一定の改正を措置済み

■アプリ寡占問題における具体的な執行の進捗は現時点でない
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項目 具体的な問題点

全体 担当者問題 ✓ 「総合職」が企画立案者で「一般職」が調達担当者であるケースがあり、運用
段階での施策解像度が低くなり、施策効果の最大化が図られないケースあり

✓ 担当者が頑張ってもインセンティブがなく、加えて失敗への風当たりが強いといっ
た、施策効果の最大化を引き出す仕掛けが少ない

参入障壁 前例主義や形式主義が蔓延りスタートアップ等にとって事実上の参入障壁に

情報公開の在り方 調達ポータルに掲載のない案件も多く、省庁や自治体ごとに情報公開がバラバラ

事前
段階

情報収集の在り方 「参考見積」制度の形骸化などもあり、実績ある事業者からの水面下での見積取
得などにより前例主義が強化、参入障壁に

仕様書問題 仕様書の下書きを事業者にゆだねるケースも（ベンダーロックインの由来の一つ）

入札方式 事業内容に適した入札方式が採用されていないケースがある

選定プロセス 第三者による選定を行う場合であっても、第三者の選定プロセス自体が不透明

アナログ手続き 各省庁や自治体の提案に必要な書類はバラバラ、また押印なども残っている

実施
運用・
事後
段階

KPI設定 KPI設定がなされていないか、また設定されていても不適当なケースが多い

成果物の在り方 成果物が予め固定されており、アジャイル型で柔軟な納品が許されない

結果の検証 結果を検証して次に活かす機運が低い
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公共調達の問題点要望事項１③関係



◆担当者問題
✓ 「総合職」が企画立案者で「一般職」が
調達担当者であるケースが多く、運用段
階での施策解像度が低下

✓ 担当者が頑張ってもインセンティブがなく、
失敗への風当たりも強い

✓ 全ての予算執行につき、総合職と一般職
の縦割り排除を進め、企画立案から運用
まで一気通貫した体制を原則とすること

✓ 法整備などと同様予算執行に関するイン
センティブ設計を強化すること

◆参入障壁
✓ 前例主義や形式主義が蔓延りスタート
アップ等にとって事実上の参入障壁に

✓ 既存事業者が省庁側と水面下で仕様書
などを固め、手続きや納品形態が固定的
なものにしてしまう

✓ 日本版SBIR制度を拡充し、サービス開
発にも適用するとともに、スタートアップ枠
も確保

✓ 手続きや成果物の納品形態などを柔軟
化した「アジャイル型入札」の導入を（入
札方式の柔軟化）

◆情報公開の在り方
✓ 調達ポータルに掲載のない案件も多く、
省庁や自治体ごとに情報公開がバラバラ

✓ 極めて短期間の調達情報の公表なども
存在

✓ 調達ポータルへの案件掲載の義務化、ま
た結果も掲載へ

✓ 緊急事態を除いて、一定期間の調達情
報掲載の義務化
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調達全体に関わる問題点と打ち手要望事項１③関係



◆情報収集の在り方
✓ 「参考見積」制度の形骸化などで実績あ
る事業者からの水面下での見積取得など
により前例主義が強化、参入障壁に

✓ 事前のやり取りには開示義務を
✓ 【再掲】手続きや成果物の納品形態など
を柔軟化した「アジャイル型入札」の導入

◆仕様書問題
✓ 仕様書の下書きを事業者にゆだねるケー
スも（ベンダーロックインの由来の一つ）

✓ 【再掲】事前のやり取りには開示義務を
✓ 【再掲】手続きや成果物の納品形態など
を柔軟化した「アジャイル型入札」の導入

◆入札方式
✓ 事業内容に適した入札方式が採用され
ていないケースがある

✓ 一般競争入札は「安かろう悪かろう」を防
ぐため技術点への重点配分を検討すべき
（今のスタンダードは技術点200：価格点100）

◆選定プロセス
✓ 第三者の選定プロセス自体が不透明
（前例主義に繋がっているおそれ）

✓ 第三者（有識者）による選定を行う場
合は、形式的なスペック選定のみならず、
多様性（年齢、男女など）も重視

◆アナログ手続き
✓ 各省庁や自治体の提案に必要な書類は
バラバラ、また押印なども残っている

✓ 必要な手続きは全てデジタル完結可能と
し、アナログ手続き（紙、押印、ファック
ス）などは早急に撤廃を
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◆KPI設定
✓ KPI設定がなされていないか、また設定さ
れていても不適当なケースが多い（ex.オ
ンラインイベントの参加者500人目標とさ
れているところ、同時接続なのか参加総
数なのかが分からない等）

✓ 価格の見積のみならず、KPI設定自体を
民間側に聴取するスキームを確立

✓ または、民間側の自主的なKPI設定を評
価する入札手法の導入（再掲： 「ア
ジャイル型入札」）

◆成果物の在り方
✓ 成果物が予め固定されており、アジャイル
型で柔軟な納品が許されない

✓ 【再掲】手続きや成果物の納品形態など
を柔軟化した「アジャイル型入札」の導入

◆結果の検証
✓ 結果を検証して次に活かす機運が低い

✓ 【再掲】法整備などと同様予算執行に関
するインセンティブ設計を強化すること
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【方針】
◆現状、企業でAI戦略が立てられるトップ
人材、現場でAIを使いこなす人材のい
ずれも圧倒的に不足

◆ AI人材を社会全体で育てる体制を構築
に向け、学生（リカレント含む）・企業・
教員それぞれにインセンティブを付与する
政策パッケージの導入が急務 （出典）令和元年度情報通信白書

＜企業がAIを導入しない理由＞

学生（リカレント含む）へのインセンティブ

企業へのインセンティブ 教員へのインセンティブ

49
AI人材の育成 －方針－要望事項１④関係



文系
43.2万人

理系
20.0万人

学
部

(出典)文部科学省科学技術・学術政策研究所
「科学技術指標2019」を基に新経済連盟が作成
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博
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万
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【方針】

◆日本では、いわゆる文系・理系の割合
は７：３（女性は８：２）

◆文理問わず大学生のAIリテラシーを
向上させる施策は動いているものの、
同時に理系学生を増やす施策も必要

◆また社会人の学び直し（リカレント）
の体制充実も不可欠

＜日本の理系・文系数と修士博士の現状＞

【具体的な打ち手】

◆大学設置認可における理系優遇や情報系学生に対する給付型奨学金拡充・
海外留学などの支援

◆企業とのコラボ促進のため寄付講座費用補助や成果物の共有解禁

◆ リカレント普及のため、企業から大学への教育投資（リカレント受入れ費用や
PBL共同開発費用）を全額税額控除（赤字繰り延べ特例も含め）

コンピュータサイエンス専攻の大学生

約1.5万人
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【方針】

◆日本では院卒の人材に対する企業の
受け皿機能が脆弱

◆ AIの人材育成のためには出口戦略
が重要。情報系の大学院において修
士・博士号を取得した人材に対して
企業側が人材を採用しやすくするイン
センティブ政策が必要

【具体的な打ち手】

◆ベンチャー企業や中小企業において、修士号又は博士号を取得したAI人材の給
与（一定期間）の全額を税額控除（赤字繰り延べ特例も含め）

◆ベンチャー企業や中小企業において、外国の若手人材をAI人材として教育するた
めに来日させる場合（既に高度人材である者を除く）、その給与（一定期間）
の全額を税額控除、または日本での生活支援

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

大学等 企業 公的機関 非営利団体 その他

（人）

日米の博士号勤務先比較 日米の収入比較

(出典)日本経済新聞（2019年12月8日）(出典)文部科学省科学技術・学術政策研究所
「科学技術指標2019」を基に新経済連盟が作成

日本

米国
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(出典)科学技術振興機構（JST）資料

日本

【方針】

◆ AI人材育成の要である大学教員が
日本では圧倒的に不足。AI人材育
成を担当できる教員は全国で100人
程度（出典：日本経済新聞2019年６月２日）

◆製造業では企業のエンジニアが大学
で教鞭をとるなどのエコシステムが形
成されていたがAI分野では未確立、
結果的にAIの論文数なども低調に

【具体的な打ち手】

◆ AI関連の大学教員の待遇改善（民間から教員派遣する際の給与補填など）

◆ AIの教授ポスト新設（ドイツでは100以上の教授ポスト新設）、民間派遣

◆民間企業からのMOOC／データ提供に対するインセンティブ付与

本数ベース（過去３年平均：人工知能）

日本：約160本
米国：約1000本
中国：約1600本

52
AI人材の育成 ー教員へのインセンティブ付与ー要望事項１④関係



53
統計ＤＸの推進要望事項１④関係

【現状と課題】
• 統計調査に関して、企業にとっては国や自治体から類似の調査が何本も届き、加えて税務
申告や補助金申請等で行政にデータを提出しているのが実態。政府内でのデータ共同利用
が途上で（例えば税務申告書は国税内でしか使用できない）、ワンスオンリー化が進んで
いない

• 企業負担が大きい一方、その成果物である政府統計は企業実務で使い勝手が悪く、企業
に十分に活用されているとは言えない。

• 同様に統計データはデータドリブン行政の要となるはずだが、用途が厳しく限定されＩＤ／コ
ードもバラバラで、政府内での活用にも課題。

【打ち手】
• 法人ベースレジストリの整備による「ワンスオンリー化」の徹底
• そのための政府内でのデータ目的外利用の法整備、共通ＩＤ／コードの整備
• 統計データや行政データ（税務データ等）を、個人情報や企業秘密に配慮した上で政府内
での利用を促進したり（調査データの用途拡大）、外部でも活用しやすくなる仕組み（匿
名化したデータセットの提供、ＵＩ／ＵＸの抜本改善）



【出典】 IT総合戦略本部 第1回データ戦略タスクフォース（2020年10月23日）資料2より抜粋
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【参考】ベースレジストリの経済効果（デンマークの事例）要望事項１④関係



【参考】『観光立国復活へ向けた緊急提言』要旨
（2020年12月3日 当連盟より国土交通大臣及び観光庁長官へ提出）

要望事項２⑥関係
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①生産性向上に向けた物流改革
於：3月17日 規制改革推進会議 投資等WG（第9回）

②医療分野における電子認証手段の見直し支援
於：3月22日 規制改革推進会議 医療・介護WG（第9回）

③ベースレジストリの整備・連携 ～不動産関連の要望～
於：3月24日 規制改革推進会議 成長戦略WG（第7回）

【参考】当連盟が直近の政府会議で行った提言（要約） 56



課 題
※会員アンケート（本年2月）から抽出した主な課題

要 望

1. バックオフィス業務のアナログ対応

行政手続き、民間契約取引業務、運行管理業務
等での『対面・書面・押印原則』の見直し

1. 物流のＤＸ

• 点呼の『対面原則』の撤廃／性能規定化
• ＡＩを活用した点呼の自動化・無人化※
※『デジタル技術を活用した規制の合理化の実証事業』と位置づけて
実証し、省令改正等の制度化

2. 物流需要変動への対応の不十分性

ラストワンマイル配送円滑化のための多様なリソース
活用（自家用有償運送、貨客混載等）

2. ラストワンマイル配送の円滑化

自家用有償運送の活用

3. サプライチェーンの非効率性

①物流標準の推進(各種文書様式・業務・データ形
式等がバラバラ)

②交通情報、気象情報、標準運賃等のオープン
データのさらなる促進

③物流ＡＰＩのさらなる促進
④複数の企業が協働・連携したデータ基盤の整備

3. サプライチェーンの最適化

物流標準化、物流・商流データ基盤構築、オープンデー
タの推進
⇒デジタル庁の『データ戦略』と連携しながら、内容の明
確化と工程表の策定

次期物流政策大綱での実現

①生産性向上に向けた物流改革 57



①生産性向上に向けた物流改革：次期『総合物流施策大綱』の概要

【出典】 2020年代の総合物流
施策大綱に関する検討会提言
（2020年12月23日公表）

58



現状の課題 要 望

• 厚労省は、データヘルス改革として、処方
箋の電子化につき2022年夏本格運用を
目指している。

• それに備えるためには、『デジタル完結』の
観点から 処方箋交付・調剤時等の円滑
なデジタル認証の実現は必要不可欠かつ
喫緊の課題。 (2022年問題)

• 一方で、電子署名は普及していない。

①オンライン医療の恒久化

（医療の対面原則の撤廃）

②オンライン服薬指導の恒久化

（医療用医薬品のオンライン販売の対面原則の
撤廃）

③要指導医薬品のオンライン販売の対面原則の
撤廃

④医師・薬剤師の処方箋等に行う電子署名手
段の多様化

（民間で行われているクラウド型電子署名サービ
スの活用）

②医療分野における電子認証手段の見直し 59



②医療分野における電子認証手段の見直し：目指すべき『デジタル完結型医療』

【出典】 第7回 データヘルス改革推進本部（2020年7月30日）資料1
「新たな日常にも対応したデータヘルスの集中改革プランについて」（厚生労働省）より抜粋
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②医療分野における電子認証手段の見直し：具体的な要望事項

【電子署名が普及していない理由】

①HPKIが普及していないこと
※HPKIが内蔵された医師資格証発行枚数：18,031枚、全国医師数取得率：5.5%

（2021年2月26日集計、医師会資料）
※HPKIが内蔵された薬剤師資格証発行枚数：540枚超 （2020年3月末、薬剤師会資料）

②HPKI以外の認証手段が認められているかが不明確であること
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発生している問題 原 因
1. 取引コストが高く不動産流通が活発化しない

事業者：事務コスト高い

消費者：情報の透明性が低く非対称

行政：対応コスト高い

不動産をめぐる環境が未来志向になっておらず旧態依
然のアナログ（『不動産テック』に進む前の段階）

•不動産登記手続きが完全デジタル化されていない

•事業者の物件調査に必要な情報を共通IDで突合
できる基盤がない

•行政側の情報が機械可読可能のオープンデータに
なっていない、API開放されていない

2. 空き家問題（※）、所有者 不明問題等不
動産の管理運用に係る社会的課題が発生し、
対応が必要

※2033年には、1/3が空き家に。

活用可能な空き家は48万戸。

登記情報が実態と乖離しており、土地建物の場所の
特定と所有者の確認ができないため、上記1.の課題と
相まって、不動産流通そのものが停滞し、不動産活用
ができず、左記問題の抜本的解決にならない

車の両輪として、①デジタル化と②共通ＩＤにより突合させるデータベースの整備・連携
が不可欠

③ベースレジストリの整備・連携 ～不動産関連の要望～ 62



③ベースレジストリの整備・連携 ～不動産関連の要望～：要望事項（総括）63



③ベースレジストリの整備・連携 ～不動産関連の要望～：IDで突合できない現状

【出典】 国土交通省 第2回不動産流通市場における情報整備の在り方に関する研究会（2012年8月6日）資料3「不動産に係る情報ストックの整備について」より抜粋
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③ベースレジストリの整備・連携 ～不動産関連の要望～：全体構想の具体的イメージ

【出典】 新経済連盟「『不動産・新産業革命 ～名目GDP600兆円に向けた成長戦略』（2017年2月13日公表）より抜粋
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